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中学生海外派遣事業業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

⑴ 件名 

中学生海外派遣事業業務委託 

⑵ 業務の目的 

市内居住中学生をオーストラリアのシドニーに派遣し、ホームステイや異文化体験、学

習体験等を通して、英語力やコミュニケーション能力の向上を図るほか、国際感覚豊かな

人材を育成する。 

⑶ 業務内容 

別添「中学生海外派遣事業業務委託仕様書」のとおり。 

⑷ 業務期間 

契約締結日から令和７年９月30日まで。 

 

２ 契約金額の上限 

  9,600,000円（消費税及び地方消費税を含む）。 

 

３ 実施形式 

  公募型 

 

４ 主な実施スケジュール（予定） 

 ⑴ プロポーザル実施の公告（公募開始日）  令和７年４月18日(金) 

⑵ 実施内容等に関する質問受付期限     令和７年４月30日(水) 

⑶ 実施内容等に関する質問に対する回答   令和７年５月２日(金) 

 ⑷ プロポーザル参加申込書の提出期限    令和７年５月９日(金) 

 ⑸ プロポーザル参加資格審査結果通知発送  令和７年５月13日(火) 

 ⑹ 企画提案書及び見積書の提出期間     令和７年５月13日(火)～23日(金) 

 ⑺ プロポーザル審査委員会（プレゼン）   令和７年６月２日(月) 

 ⑻ 審査結果の通知・公表          令和７年６月６日(金) 

 

５ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

⑴ 令和７年度における那須烏山市の一般競争入札参加資格者名簿に登録されているこ

と。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない

者及び同条第２項の規定に基づく那須烏山市における入札参加制限を受けていない者

であること。 

⑶ 国、県、他の地方公共団体及び本市の指名停止基準に基づく指名停止期間中でない

者であること。 

⑷ 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づき、更正手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑸ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑹ 那須烏山市暴力団排除条例（平成23年条例第１号）第２条第２号又は第４号の規定
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に該当する者でないこと。 

⑺ 国又は地方公共団体の類似事業についての受託実績があり、確実に履行できる者で

あること。 

 

６ 参加手続等 

⑴ 実施要領及び仕様書に関する質問照会及び回答 

本プロポーザルへの参加に際し、この実施要領及び仕様書に関する質問事項がある

者は、書面により質問票を作成し、電子メールにて令和７年４月30日(水)午後５時ま

でに提出してください。 

照会に対する回答は、令和７年５月２日(金)までに電子メールにより質問者に回答

するとともに、市ホームページに掲載します。 

⑵ 参加申込書の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、『プロポーザル参加申込書』（別紙１）

を、持参、郵送又はメールにより令和７年５月９日(金)午後５時までに提出してくだ

さい。（期限必着） 

 ⑶ 参加資格審査結果の通知 

本プロポーザルへの参加申込みのあった者の参加資格の有無を審査し、その結果

を、令和７年５月13日(火)までに通知します。 

なお、参加資格がないと判断された者は、その理由について説明を求めることがで

きます。 

⑷ 企画提案書及び見積書の提出 

参加資格を有すると通知を受けた者は、本プロポーザルにより提案する企画提案書

７部及び見積書１部を持参又は郵送により、令和７年５月13日(火)から令和７年５月

23日(金)の午後５時までに提出してください。（期限必着） 

なお、企画提案書作成にあたっては、仕様書に基づいた内容にするとともに、正本

以外の副本６部は、会社名や会社ロゴを伏せて作成してください。 

また、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。 

 

７ 契約候補者の選定及び委託業者の決定について 

⑴ プレゼンテーションの実施 

  提出された企画提案書の内容について確認するため、１社につき30分程度のプレゼ

ンテーションを行っていただくとともに、その内容の質疑を行います。 

 ① 日時 令和７年６月２日(月) ※開始時間等については別途連絡 

 ② 場所 那須烏山市役所南那須庁舎の会議室 

 ③ 当日、必要な機材や書類は提案者において準備してください。また、会場に入室

できる人数は３名以内とします。 

⑵ プロポーザル審査委員会の審査・契約候補者の選定 

① 審査は、本市職員で構成する審査員（約５名）が【審査項目】及び『プロポーザ

ル評価基準』 別紙２ に基づき行い、審査員毎に、合計評価点の高い順に提案者の

順位を付けます。なお、同一順位はつけないこととします。 

  ② 全提案者の中で、各審査員が付けた１位の数が最も多かった者を契約候補者とし

て選定します。なお、１位の数が同数の場合は、各審査員の合計評価点の総計が上

位の者を選定し、さらに各審査員の合計評価点の総計も同じ場合は、審査委員会で

協議の上決定します。 

  ③ 上記に関わらず、各審査員の合計評価点の総計が満点の４割未満のときは、契約

候補者として選定しません。 
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 【審査項目】 

  ①業務遂行の安定性 

  ②業務内容の理解度 

  ③提案内容の優良性 

  ④必要経費 

⑶ 選定結果の通知及び公表 

① 選定結果については、令和７年６月上旬に全ての提案者に文書で通知します。 

  ② 提案者への通知後、選定結果について次のとおり市ホームページに公表します。 

   ア 契約候補者の名称及び当該契約候補者に対し付けた合計評価点が１位の数 

   イ ア以外の参加者に対し付けた合計評価点が１位の数 

⑷ 契約候補者との協議 

⑵により選定された契約候補者とは、企画提案書等の内容を基に委託契約の締結に

向けた細目の協議を行うものとします。なお、協議及び調整の結果、企画提案内容及

び金額等を変更する場合があります。また、この際、契約候補者との協議が調わなか

ったときは、⑴による順位が次いで高かった提案者を新たな契約候補者とし、委託契

約の締結に向けた協議を行うものとします。 

⑸ 委託業者の決定 

⑷による協議が調ったときは、委託契約を締結する委託業者と決定するものとし、

随意契約の手続を行うこととします。 

 

８ その他 

 ⑴ 本プロポーザルの参加申込者は、プロポーザル参加申込書の提出をもって、実施要

領等の記載内容に同意したものとみなします。 

⑵ 企画提案書の作成及び提出、その他本プロポーザルへの参加に要する経費について

は、全て提案者側の負担とします。 

⑶ 提出のあった企画提案書は、選定作業に必要な範囲において、複製を行うことがあ

ります。 

⑷ 提出のあった企画提案書は、返却いたしません。 

⑸ 前記６⑶の参加資格結果の通知後、本プロポーザルの参加資格を満たさなくなった

場合、参加資格を満たさないことが判明した場合又は提出書類等の内容に虚偽がある

ことが判明した場合は、失格とします。 

 ⑹ プロポーザル方式による、候補者の決定における公正性及び透明性を高めるととも

に、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報（参加者から提出された

資料を含む）は、那須烏山市情報公開条例に基づき公開することがあります。 

 

９ 問合せ先及び提出先 

〒321-0595 

 栃木県那須烏山市大金240番地 

  那須烏山市教育委員会 学校教育課 総務教育グループ 担当 伊藤、大谷 

   電 話：0287-88-6222（直通） 

   ＦＡＸ：0287-88-2027 

   Ｅ-Mail：gakkohkyohiku@city.nasukarasuyama.lg.jp 
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別紙１ 

プロポーザル参加申込書 

令和  年  月  日 

 

 那須烏山市長 宛て 

 

所在地                 

団体名                 

代表者名             ㊞  

連絡先                 

担当者名                

 

 

 

 中学生海外派遣事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領の規定に

基づき、プロポーザルへの参加を申し込みます。 

 なお、同実施要領の５に掲げる参加資格の要件を全て満たしていることを

誓約します。 
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別紙２ 

中学生海外派遣事業業務委託プロポーザル評価基準 

 

評価〔 ５点：優秀、４点：やや優秀、３点：普通（差異なし）、２点：やや劣る、１点：劣る 〕 

審査項目 評 価 の 視 点 
全体に占

める割合 
配点 掛け率 

■業務遂行の

安定性 

・当業務に合った内容を主業務としており、業務遂行に必要

な専門性や実績を有しているか。 

・現地に支店、営業所等を有する等、迅速な対応が可能な体

制が整備されているか。 

20 

５  

・業務を的確に遂行するため、明確な業務行程及び人員体制

を設定し、より実現性の高い計画的なスケジュールとなっ

ているか。 

５  

・トラブルや事故等不測の事態発生時の危機管理体制、緊急

対応策等は万全であるか。 

（現地及び移動中の事故、急病、災害発生時の対応） 

（ホームステイ先でのトラブルが発生した場合の対応） 

５ ２ 

■業務内容の

理解度 

・当事業の目的を理解し、それを実践する手段を有している

か。 15 
５ ２ 

・業務遂行への積極的な姿勢や意欲がみられるか。 ５  

■企画提案内

容の優良性 

・事業効果を高めるための充実した企画内容及び効果的な工

夫がされているか。 

55 

５ ２ 

・現地訪問校の選定基準、手配、運営体制、スケジュールは

明確か。また、訪問内容・交流内容は具体的かつ現実的で

あり、効果の高いものであるか。 

５ ２ 

・見学先及び体験学習の選定基準、スケジュール等は明確

か。また、活動の内容は具体的でふさわしいものである

か。 

５ ２ 

・ホストファミリーの選定基準は具体的であり、適切である

か。 
５ ２ 

・生徒に対する配慮すべき事項は適切なものとなっている

か。 
５ ２ 

・仕様書記載項目のほか、代替案や独自提案などがあるか。 ５  

■必要経費 
・経費が適切に積算されているか。 

10 
５  

・提案内容に対して妥当な見積額か。 ５  

計  100 65  

選定方法 

・各審査員は、評価基準に基づいて採点し、合計点（満点100点）を算出した上で、各提案者に

順位付けを行う。その際、同一順位をつけない。 

・全ての審査終了後、1位判定が最も多い提案者を契約候補者として選定する。 

・１位判定が並んだときは、各審査員の合計点の総合計点が上位の者を選定する。 

・上記に関わらず、各審査員の合計点の総合計点が満点の４割未満のときは、契約候補者として

選定しない。 


